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租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号） 

 

(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 

 

第五条の四 法第十条の二第一項第一号に規定するエネルギーの使用の合理化に特に

効果の高いものとして政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産でエネルギ

ー(同号に規定するエネルギーをいう。以下この項において同じ。)の使用の合理化

に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、エネ

ルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七条第三項

ただし書に規定する特定事業者、同法第十九条第一項に規定する特定連鎖化事業者

(同項に規定する特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業(同法第十八条第一項に規定す

る連鎖化事業をいう。以下この項において同じ。)の加盟者(同法第十八条第一項に

規定する加盟者をいう。以下この項において同じ。)を含む。)又は同法第二十九条

第二項に規定する認定管理統括事業者若しくは同項第二号に規定する管理関係事業

者(同項に規定する認定管理統括事業者又は同号に規定する管理関係事業者が同法第

十八条第二項ただし書に規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が

行う連鎖化事業の加盟者を含む。)であつて、既に相当程度のエネルギーの使用の合

理化を進めているものが取得又は製作若しくは建設(以下第三項までにおいて「取得

等」という。)をするものであること、法第十条の二第一項第一号の計画においてそ

の合理化のために設置するものとして記載されたものであることその他その合理化

に特に効果の高いものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされ

たもの(以下この項において「特定高度省エネルギー増進設備等」という。)とし、

同号に規定する工場等に係るものとして政令で定めるものは、連鎖化事業の加盟者

が取得等をする特定高度省エネルギー増進設備等のうち、当該加盟者が設置してい

る当該連鎖化事業に係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギ

ーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証

明がされたものとする。 

２ 法第十条の二第一項第二号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償

却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等に

関する法律第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合理化

をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と

協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る連携省エネルギー計画(同

号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記載され

た同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものとして当

該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等におけるエネル
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ギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところにより

証明がされたものとする。 

３ 法第十条の二第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減価償

却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化等

に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に

係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものと

して経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定

に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画をい

う。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギー

措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記載

されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資する

ものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 

４ 法第十条の二第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九

十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合に

おいて、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額がある

ときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の二第三項の規定による控

除をすべき金額を控除する。 

５ 法第十条の二第四項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第百二十条

の二第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。 

６ 経済産業大臣は、第一項から第三項までの規定により機械その他の減価償却資産

を指定したときは、これを告示する。  
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(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 

 

第二十七条の五 法第四十二条の五第一項第一号に規定するエネルギーの使用の合理

化に特に効果の高いものとして政令で定めるものは、機械その他の減価償却資産で

エネルギー(同号に規定するエネルギーをいう。以下この項において同じ。)の使用

の合理化に資するものとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののう

ち、エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七条第三項ただし書に規定する特

定事業者、同法第十九条第一項に規定する特定連鎖化事業者(同項に規定する特定連

鎖化事業者が行う連鎖化事業(同法第十八条第一項に規定する連鎖化事業をいう。以

下この項において同じ。)の加盟者(同法第十八条第一項に規定する加盟者をいう。

以下この項において同じ。)を含む。)又は同法第二十九条第二項に規定する認定管

理統括事業者若しくは同項第二号に規定する管理関係事業者(同項に規定する認定管

理統括事業者又は同号に規定する管理関係事業者が同法第十八条第二項ただし書に

規定する特定連鎖化事業者である場合には、これらの者が行う連鎖化事業の加盟者

を含む。)であつて、既に相当程度のエネルギーの使用の合理化を進めているものが

取得又は製作若しくは建設(以下第三項までにおいて「取得等」という。)をするも

のであること、法第四十二条の五第一項第一号の計画においてその合理化のために

設置するものとして記載されたものであることその他その合理化に特に効果の高い

ものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この項

において「特定高度省エネルギー増進設備等」という。)とし、同号に規定する工場

等に係るものとして政令で定めるものは、連鎖化事業の加盟者が取得等をする特定

高度省エネルギー増進設備等のうち、当該加盟者が設置している当該連鎖化事業に

係る工場等(同号に規定する工場等をいう。)におけるエネルギーの使用の合理化に

資するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとす

る。 

２ 法第四十二条の五第一項第二号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減

価償却資産で工場等におけるエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理化

等に関する法律第四十六条第一項に規定する工場等におけるエネルギーの使用の合

理化をいう。以下この項において同じ。)に資するものとして経済産業大臣が財務大

臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する認定に係る連携省エネルギー計

画(同号に規定する連携省エネルギー計画をいう。以下この項において同じ。)に記

載された同号に規定する連携省エネルギー措置の実施により取得等をされるものと

して当該連携省エネルギー計画に記載されたものであることその他工場等における

エネルギーの使用の合理化に資するものであることにつき財務省令で定めるところ

により証明がされたものとする。 
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３ 法第四十二条の五第一項第三号に規定する政令で定めるものは、機械その他の減

価償却資産で貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化(エネルギーの使用の合理

化等に関する法律第百十七条第一項に規定する貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸

送に係るエネルギーの使用の合理化をいう。以下この項において同じ。)に資するも

のとして経済産業大臣が財務大臣と協議して指定するもののうち、同号に規定する

認定に係る荷主連携省エネルギー計画(同号に規定する荷主連携省エネルギー計画を

いう。以下この項において同じ。)に記載された同号に規定する荷主連携省エネルギ

ー措置の実施により取得等をされるものとして当該荷主連携省エネルギー計画に記

載されたものであることその他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資す

るものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。 

４ 法第四十二条の五第三項に規定する政令で定めるものは、法人税法施行令第四十

八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。 

５ 経済産業大臣は、第一項から第三項までの規定により機械その他の減価償却資産

を指定したときは、これを告示する。 
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(高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 

 

第三十九条の四十 法第六十八条の十第二項に規定する政令で定めるところにより計

算した金額は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。 

一 当該供用年度(法第六十八条の十第一項に規定する供用年度をいう。以下この号

及び次号において同じ。)の連結所得に対する調整前連結税額(同条第二項に規定

する調整前連結税額をいう。同号及び次項において同じ。)の百分の二十に相当す

る金額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した

金額 

イ 中小連結親法人(法第六十八条の十第二項に規定する中小連結親法人をいう。

ロ及び次項において同じ。)又はその中小連結子法人(同条第二項に規定する中

小連結子法人をいう。ロ及び次項において同じ。)で、高度省エネルギー増進設

備等(同条第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等(同条第二項の規定の

適用に係るものに限る。)をいう。ロ及び次項において同じ。)を取得し、又は

製作し、若しくは建設したものの当該供用年度の個別所得金額(法人税法第八十

一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。ロにおいて同じ。) 

ロ 高度省エネルギー増進設備等を取得し、又は製作し、若しくは建設した中小

連結親法人の当該供用年度の個別所得金額及び高度省エネルギー増進設備等を

取得し、又は製作し、若しくは建設した各中小連結子法人の当該供用年度の個

別所得金額の合計額 

二 調整前連結税額に前号イに掲げる金額を乗じてこれを当該供用年度の連結所得

の金額で除して計算した金額の百分の二十に相当する金額 

２ 法第六十八条の十第八項において準用する法第六十八条の九第十三項第二号及び

第五号に規定する政令で定める金額は、中小連結親法人又はその中小連結子法人

で、当該連結事業年度において高度省エネルギー増進設備等を事業の用に供したも

のの当該高度省エネルギー増進設備等につき法第六十八条の十第二項の規定により

当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額とする。 


